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諮問番号：平成３１年度諮問第１号 

答申番号：平成３１年度答申第２号 

 

答申書 

 令和元年１０月４日付け上市民第３１４号をもって上尾市長から諮問があっ

た「上尾市長による平成３１年度分の国民健康保険税の賦課決定の処分に対す

る審査請求」（審査請求人 ○○ ○○ 氏）について、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

   本件審査請求について、棄却されるべきとの審査庁の裁決の考え方は、

妥当である。 

 

第２ 審査関係人の請求の趣旨及び主張の要旨 

 １ 審査請求人の請求の趣旨及び主張の要旨 

  (1) 審査請求の趣旨 

本件賦課決定処分について、取消し及び再決定を求める。 

  (2) 審査請求人の主張の要旨 

ア 審査請求人は、株式配当所得、譲渡所得の住民税申告における申告

不要制度については、令和元年７月３日に国民健康保険税の決定通知

書が到達し市に問い合わせて知った。 

イ 申告不要制度の適用は、市が市民税決定通知を発送した後は適用で

きないとのことであるが、市として確定申告時の税務署の窓口や市か

ら個人への通知等によって、十分に周知を図っていたとは考えにくい。 

ウ 申告不要制度は、市民に不利益がある場合、遡及して適用されるべき

であり、上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）第３２条第４

項には、（特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む）とされており、市行政の周知

不足を勘案すると上記「やむを得ない理由」として認定すべきである。 

２ 処分庁の弁明の趣旨及び主張の要旨 

  (1) 弁明の趣旨 

本件審査請求には理由がないから、「本件審査請求を棄却する」との裁

決を求める。 

  (2) 処分庁の主張の要旨 

ア 本件賦課決定処分の根拠となる法令等の定めについて 

(ア) 国民健康保険税額の算定について 
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地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第

７０３条の４第１項の規定により、市町村は国民健康保険の被保険

者である世帯主に対し国民健康保険税を課すことができる。 

同条第２項の規定により、国民健康保険税の課税額は世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課

税額、後期高齢者支援金等課税額並びに当該世帯主及び当該世帯に

属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第９条第２号に規定する第二号被保険者であるものにつ

き算定した介護納付金課税額の合算額とすることとされている。 

本市においては、法第７０３条の４第５項に定める基礎課税額に

ついては上尾市国民健康保険税条例（昭和３０年上尾市条例第５１

号。以下「条例」という。）第２条第２項により所得割額及び被保

険者均等割額の合算額とすることと規定し、条例第３条第１項にお

いて所得割額の税率を「１００分の６．８」と、条例第４条におい

て被保険者均等割額を「２７，０００円」と規定している。 

法第７０３条の４第１２項に定める後期高齢者支援金等課税額

については条例第２条第３項により所得割額及び被保険者均等割

額の合算額とすることと規定し、条例第５条において所得割額の税

率を「１００分の１．９」と、条例第５条の２において被保険者均

等割額を「１０，０００円」と規定している。 

法第７０３条の４第２０項に定める介護納付金課税総額につい

ては条例第２条第４項により所得割額及び被保険者均等割額の合

算額とすることと規定し、条例第６条において所得割額の税率を

「１００分の１．５」と、条例第７条において被保険者均等割額を

「１２，０００円」と規定している。 

(イ) 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の市民税所得の課税方式について 

特定配当等に係る所得については法第３１３条第１３項により、 

特定株式等譲渡所得金額に係る所得については同条第１５項によ

り、市民税の納税通知書が送達される時までに申告書を提出した場

合の総所得金額は、当該特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る

所得の金額を除外して算定するものとしている。 

イ 本件賦課決定処分の根拠となる事実について 

      審査請求人は、○○年○月○日、本人及び世帯員○人が社会保険を

離脱したとして、審査請求人を世帯主とする上尾市国民健康保険の加

入手続をし、○○年○月○日から上尾市国民健康保険の被保険者とな
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った。なお、平成３１年度の賦課期日である平成３１年４月１日現在

における審査請求人の世帯の国民健康保険被保険者は、本人及び世帯

員○人の○人で構成されている。 

     次に審査請求人の属する世帯の平成３０年中の合計所得金額は○○

○○○○○円（総合課税の所得金額：○○○○○○○円＋分離課税の

所得金額：○○○○○○○円）であった。世帯員については、○○○

○○○○○○○○。 

     なお、「遡及して適用されるべき」と審査請求人は主張するが、法第

３１３条第１３項及び第１５項の規定により申告書は市民税の納税通

知書が送達される時（平成３１年度の市民税の納税通知書の発送は令

和元年６月３日）までに提出していなければならないが、審査請求人

からは特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得

について、住民税では申告しない旨の申告書の提出は受けていないた

め、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得に

ついて除外することはできない。 

ウ 本件賦課決定処分に係る国民健康保険税額の算出について 

        法令等の定め及び事実に基づき審査請求人の平成３１年度の国民健

康保険税額の算出を行うと、次のとおりである。なお、本件賦課決定

処分については、令和元年７月１日付けで審査請求人に対し国民健康

保険税納税通知書兼更正（決定）通知書により通知した。 

     （算出過程は公表しない。） 

以上のとおり本件賦課決定処分は、法及び条例に基づき適法かつ  

適正に行ったものである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨 

 １ 認定した事実について 

   処分庁が提出した弁明書及びその添付書類並びに審査請求人が提出した

その反論書から、以下の点については、争いのない事実であると認定した。 

(1) 処分庁が令和元年７月２２日付けで審理員に提出した平成３０年分の

所得税及び復興特別所得税の確定申告書の写しによれば、審査請求人は、

平成３１年○月○日付けで上尾税務署に同確定申告書 B第一表、第二表、

第三表を提出した。 

(2) 審査請求人は、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に

係る所得について、住民税では申告しない旨の申告書の提出をしていない。 

(3) 処分庁が令和元年８月１３日付けで審理員に提出した再弁明書によれ

ば、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得につい
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て、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、市民税の納税通

知書が送付される時までに確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提

出することを、広報あげお平成３１年１月号及び上尾市ホームページで周

知している。 

２ 本件賦課決定処分に係る法令等の規定について 

(1) 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額については、法第７０３ 

条の４第２項に規定されており、それによれば当該課税額は、国民健康保

険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額並びに当該世帯

主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９

条第２号に規定する第二号被保険者であるもの（以下「介護納付金課税被

保険者」という。）につき算定した介護納付金課税額の合算額である。 

(2) 法第７０３条の４第５項に定める基礎課税額については条例第２条第

２項において所得割額及び被保険者均等割額の合算額とすることと規定

し、条例第３条第１項において所得割額の税率を「１００分の６．８」と、

条例第４条において被保険者均等割額を被保険者１人について「２７,０

００円」と規定している。 

(3) 法第７０３条の４第１４項に定める後期高齢者支援金等課税額につい

ては条例第２条第３項において所得割額及び被保険者均等割額の合算額

とすることと規定し、条例第５条において所得割額の税率を「１００分の

１．９」と、条例第５条の２において被保険者均等割額を被保険者１人に

ついて「１０，０００円」と規定している。 

(4) 法第７０３条の４第２２項に定める介護納付金課税額については条例

第２条第４項において所得割額及び被保険者均等割額の合算額とするこ

とと規定し、条例第６条において所得割額の税率を「１００分の１．５」

と、条例第７条において被保険者均等割額を介護納付金課税被保険者１人

について「１２,０００円」と規定している。 

(5) 本件賦課決定処分に係る国民健康保険税額○○○○○○円は、上記(1)

から(4)までの規定を適用し、次の算式によって算定されたものである。 

（算出過程は公表しない。） 

３ 特定配当等に係る所得を除外する理由に該当するか否かについて 

(1) 審査請求人は、反論書において「上尾市税条例第３２条第４項には、 

（特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む）とされており、市行政の周知不足を勘案

すると上記「やむを得ない理由」として認定すべきである」と主張してい

る。 
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(2) 処分庁の再弁明書によれば、上尾市税条例第３２条第４項本文の規定

は、所得割の算定の際に、申告書に特定配当等に係る所得について総所得

金額に含めること等の記載がないことにつきやむを得ない理由があると

きの規定であり、特定配当等に係る所得を総所得金額に含めない旨を市民

税の申告書に記載しなかったことにつきやむを得ない理由があるときの

規定ではない。 

特定配当等に係る所得について、市民税と所得税とで異なる課税方式 

を選択する場合には、市民税の申告書を提出する必要があり、特定配当等

の所得について所得税の確定申告書、市民税の申告書の順でいずれもが市

民税の納税通知書が送達される時までに提出された場合にあっては、上尾

市税条例第３２条第４項ただし書の規定により、確定申告書及び市民税の

申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるときは、特定配当等に係る所得を総所

得金額に含めないものであるとしている。 

(3) 上尾市税条例第３２条第４項及び第６項の規定は、地方税法及び航空

燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）が平成２９

年３月３１日に公布されたことに伴い、同日改正したものである。同条例

第３２条第４項の規定は法第３１３条第１３項の規定に基づくものであ

り、同条例第３２条第４項に規定する特定配当等申告書とは、市民税の納

税通知書が送達される時までに提出された地方税法施行規則（昭和２９年

総理府令第２３号）第５号の４様式による市民税の申告書又は所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第３７号の確定申告書のことで

ある。特定配当等に係る所得の明細に関する事項等が記載された特定配当

等申告書が提出されていない場合は、当該特定配当等に係る所得の金額を

除外して総所得金額を算定することができるが、特定配当等に係る所得の

明細に関する事項等が記載された特定配当等申告書が提出された場合に

は、その後に特定配当等に係る所得の明細に関する事項等が記載されてい

ない特定配当等申告書（市民税の申告書に限る。）が提出されない限り、

当該特定配当等に係る所得の金額を除外して総所得金額を算定すること

はできない。 

また、同様に同条例第３２条第６項は法第３１３条第１５項の規定に基 

づいたものであり、違法又は不当な点は認められないことから、審査請求

人の主張は、本件賦課決定処分の取消しを求める理由としては、採用する

ことはできない。 

(4) なお、租税の申告に関する判例としては、租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第６８条の２第１項の適用を受けた場合の税額に基づき
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行った減額更正の請求が認められなかった「法人税通知処分取消請求事件」

（神戸地方裁判所平成１９年（行ウ）第７７号）の平成２１年１月１４日

付け判決において、「大量反復的に行われる租税確定手続について租税関

係法律の明確化及び早期確定を図った措置法６８条の２及び措置法規則

２２条の２０第４号の趣旨にかんがみると、「やむを得ない事情」とは、

客観的に見て本人の責めに帰することのできない事情をいい、単なる制度

の不知や不注意といった主観的な事情は含まれないものと解すべき」とさ

れている。本件審査請求に係る国民健康保険税は、申告納税方式の法人税

とは異なり、賦課課税方式であるが、特定配当等に係る所得及び特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の課税方式については、申告書に記載された納

税者の意思表示を踏まえて決定することが法定されていることから、同様

の判断が類推できると考える。 

４ 結論 

   以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第４

５条第２項の規定により、棄却されるべきである。 

 

第４ 審査庁の裁決の考え方 

   審査庁は、令和元年９月２７日に審理員意見書及び事件記録の提出を受

け、それらの内容等を検討したところ、審理員意見書における事実認定、

法令の解釈のみならず、それによって導かれた結論は適正であった。 

   したがって、審査庁の裁決の考え方は、上記審理員意見書に基づき、裁

決の主文は棄却とし、その理由は、審理員意見書の「第３ 理由」と同趣

旨の内容とするのが正当と考えるものである。 

   審査庁の裁決の考え方は、以上のとおりであるが、上尾市行政不服審査

会において、その当否について審査願いたい。 

 

第５ 調査審議の経過 

  令和元年１０月 ４日 審査庁より諮問 

  令和元年１１月 ６日 調査審議 

  令和元年１２月１２日 答申に係る審議 

 

第６ 審査会の判断の理由 

   審査庁の裁決についての考え方が適正であるか検討する。 

 １ 本件賦課決定処分について 

(1) 本件賦課決定処分の根拠となる事実について 

当審査会においても確認したところ、「第３ 審理員意見書の要旨」「１ 
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認定した事実について」に記載された事項については争いがないことが認

められる。 

また、審査請求人に対して課される国民健康保険税額について当審査 

会として算出したところ、審理員意見書の記載と同じ結果となった。算出

の根拠となる法令等の規定の適用についても適正である。 

(2) 申告不要制度の遡及適用の可否について 

本件賦課決定処分の根拠となった審査請求人の特定配当等に係る所得

及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得（以下「本件申告不要所得」とい

う。）については確定申告を要しないものであるが（租税特別措置法第８

条の５及び同法第３７条の１１の５）、審査請求人は本件申告不要所得に

ついて確定申告を行っている。ここで、確定申告書を提出した場合には、

当該確定申告書が提出された日に市町村民税道府県民税申告書が提出さ

れたものとみなすこととされているため（上尾市税条例第３６条の３）、

本件申告不要所得が市町村民税道府県民税申告書によって申告されたも

のとみなすものである。 

市民税の算定においても、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所

得金額に係る所得については総所得金額に含めない旨が規定されている

が（上尾市税条例第３２条第３項及び第５項）、これらが申告された場合

にはこれらを総所得金額に含めることとされている（同条第４項及び第６

項）。ここで同条第４項及び第６項中の「やむを得ない理由」というのは、

本件審査請求に当てはめてみると、「審査請求人が本件申告不要所得を申

告する意思があったにもかかわらず、その記載がないことについてのやむ

を得ない理由」であって、本件申告不要所得を総所得金額に含めない（申

告しない）ことを求めている審査請求人の主張の根拠にはなり得ないもの

である。また、審査請求人は確定申告書のみを提出し、市町村民税道府県

民税申告書を提出していないため、同条第４項ただし書及び第６項ただし

書の規定についても、審査請求人の主張の根拠として採用することはでき

ない。 

審査請求人は、申告不要制度を遡及して適用すべきことを主張するが、

審査請求人は市民税の納税通知書が送達される時までに市町村民税道府

県民税申告書を提出していない。ここで、同条第４項及び第６項において

市民税の納税通知書が送達される時までに当該申告書を提出すべきこと

を規定した趣旨は、大量反復的に行われる賦課決定処分について納税通知

書が送達される時までの確定を図るものと解される。また処分庁は、広報

あげお平成３１年１月号及び上尾市ホームページで周知を行っており、周

知が不十分であったとまで言うことはできない。審査請求人は申告不要制
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度を知らなかったと主張しているが、そのことを理由として同規定に反す

る取扱いをすることは許されないと解すべきである。 

２ 帰結 

以上のように、当審査会は、上記第４の審査庁の裁決の考え方の「理由」

について、審理員意見書及び事件記録に基づいて精査・検討したところ、事

実の認定は正当に行われ、認定事実の条例への当てはめも適正になされてい

る。その他違法・不当な点も認められない。 

したがって、上記「理由」によって導かれる「棄却」との主文も正当であ

り、審査庁の上記第４の裁決についての考え方は妥当である。 

 

 

 

 答申に関与した委員 

 

 上尾市行政不服審査会 

佐世 芳 

木村 裕二 

寺山 一男 

    


